
一

国
会
議
員
互
助
年
金
法
を
廃
止
す
る
法
律
案

国
会
議
員
互
助
年
金
法
︵
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
号
︶
は
�
廃
止
す
る
�

附

則

︵
施
行
期
日
︶

第
一
条

こ
の
法
律
は
�
平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
�
た
だ
し
�
次
条
の
規
定
は
�
公
布
の
日
の
属
す
る
月
の
翌

月
の
初
日
︵
公
布
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
�
そ
の
日
︶
か
ら
施
行
す
る
�

︵
納
付
金
及
び
在
職
期
間
に
関
す
る
特
例
︶

第
二
条

国
会
議
員
互
助
年
金
法
第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
�
前
条
た
だ
し
書
に
定
め
る
日
の

属
す
る
月
分
以
後
の
納
付
金
︵
期
末
手
当
に
係
る
納
付
金
を
含
む
�
︶
は
�
納
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
�

２

国
会
議
員
互
助
年
金
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
国
会
議
員
の
在
職
期
間
は
�
同
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
�
前
条

た
だ
し
書
に
定
め
る
日
の
属
す
る
月
の
前
月
を
も
�
て
終
わ
る
�

︵
経
過
措
置
等
︶

第
三
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
法
律
に
よ
る
廃
止
前
の
国
会
議
員
互
助
年
金
法
︵
以
下
﹁
旧
法
﹂
と
い
う
�
︶
第



二

二
十
一
条
第
一
項
の
裁
定
を
受
け
た
互
助
年
金
︵
旧
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
互
助
年
金
を
い
う
�
第
四
項
に
お
い
て

同
じ
�
︶
又
は
互
助
一
時
金
︵
旧
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
互
助
一
時
金
を
い
う
�
︶
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
に

係
る
当
該
互
助
年
金
又
は
互
助
一
時
金
に
つ
い
て
は
�
旧
法
の
規
定
︵
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
を
含
む
�
︶
は
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
�

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
�
同
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
普

通
退
職
年
金
の
年
額
は
�
当
該
普
通
退
職
年
金
の
年
額
の
計
算
に
関
す
る
旧
法
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
�
当
該
規
定
に
よ
り

算
出
し
た
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
金
額
︵
第
四
項
に
お
い
て
﹁
算
出
額
﹂
と
い
う
�
︶
と
す
る
�

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
�
同
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
法
第
十
条
第
一
項
及
び
第
十
九

条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
務
傷
病
年
金
及
び
遺
族
扶
助
年
金
の
年
額
は
�
当
該
公
務
傷
病
年
金
及
び
遺
族
扶
助
年
金
の
年
額

の
計
算
に
関
す
る
旧
法
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
�
当
該
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
額
に
百
分
の
八
十
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す

る
�

４

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
�
同
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る

普
通
退
職
年
金
は
�
そ
の
者
の
普
通
退
職
年
金
に
係
る
算
出
額
と
前
年
に
お
け
る
互
助
年
金
外
の
所
得
金
額
︵
国
会
議
員
の



三

歳
費
�
旅
費
及
び
手
当
等
に
関
す
る
法
律
︵
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
八
十
号
︶
に
基
づ
き
支
給
さ
れ
る
歳
費
及
び
期
末
手
当

に
係
る
所
得
の
金
額
を
除
く
�
︶
と
の
合
計
額
が
七
百
万
円
を
超
え
る
と
き
は
�
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す

る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
法
第
十
五
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
�
当
該
超
え
る
額
に
相
当
す
る
金
額
︵
そ
の
金
額
が
そ
の
者

の
普
通
退
職
年
金
に
係
る
算
出
額
を
超
え
る
と
き
は
�
当
該
算
出
額
に
相
当
す
る
金
額
︶
の
支
給
を
停
止
す
る
�

第
四
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
裁
定
を
受
け
た
旧
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
普
通
退

職
年
金
又
は
旧
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
務
傷
病
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
死
亡

し
た
場
合
に
お
け
る
遺
族
に
つ
い
て
は
�
旧
法
の
規
定
︵
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
を
含
む
�
︶
は
な
お
そ
の
効
力
を
有

す
る
�
こ
の
場
合
に
お
い
て
�
旧
法
第
十
九
条
第
二
項
中
﹁
二
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
﹂
と
あ
る
の
は
�
﹁
二
分
の
一
に

相
当
す
る
金
額
に
百
分
の
八
十
を
乗
じ
て
得
た
金
額
﹂
と
す
る
�

第
五
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
国
会
議
員
で
あ
る
者
で
あ
�
て
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
定
め
る
日
の
前
日
ま
で
の
在

職
期
間
が
三
年
以
上
で
あ
る
も
の
に
対
し
て
は
�
そ
の
者
が
旧
法
第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
庫
に

納
付
し
た
納
付
金
︵
旧
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
普
通
退
職
年
金
又
は
旧
法
第
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
退
職
一

時
金
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
旧
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
裁
定
を
受
け
た
者
に
あ
�
て
は
�
そ
の
権
利
の
基
礎
と
な
�
た



四

在
職
期
間
に
係
る
も
の
を
除
く
�
︶
の
額
の
合
計
額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
額
の
清
算
金
を
支
給
す

る
�

２

前
項
の
清
算
金
の
額
は
�
恩
給
法
︵
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
︶
第
十
二
条
に
規
定
す
る
局
長
が
決
定
す
る
�

３

第
一
項
の
清
算
金
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
�
政
令
で
定
め
る
�

第
六
条

前
三
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
�
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
�
別
に
法
律
で
定
め
る
�

︵
国
民
生
活
金
融
公
庫
が
行
う
恩
給
担
保
金
融
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
︶

第
七
条

国
民
生
活
金
融
公
庫
が
行
う
恩
給
担
保
金
融
に
関
す
る
法
律
︵
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
九
十
一
号
︶
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
�

第
二
条
第
一
項
第
五
号
中
﹁
国
会
議
員
互
助
年
金
法
﹂
を
﹁
国
会
議
員
互
助
年
金
法
を
廃
止
す
る
法
律
︵
平
成
十
七
年
法

律
第

号
︶
附
則
第
三
条
第
一
項
又
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
国
会
議
員
互
助

年
金
法
﹂
に
改
め
る
�

︵
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
一
部
改
正
︶

第
八
条

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
︵
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
︶
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
�



五

第
八
十
条
第
一
項
中
﹁
国
会
議
員
互
助
年
金
法
︵
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
号
︶
若
し
く
は
﹂
を
削
る
�

︵
国
税
徴
収
法
の
一
部
改
正
︶

第
九
条

国
税
徴
収
法
︵
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
︶
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
�

第
七
十
七
条
第
二
項
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
�

八

国
会
議
員
互
助
年
金
法
を
廃
止
す
る
法
律
︵
平
成
十
七
年
法
律
第

号
︶
附
則
第
三
条
第
一
項
又
は
第
四
条
の

規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
国
会
議
員
互
助
年
金
法
︵
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
号
︶

︵
児
童
扶
養
手
当
法
の
一
部
改
正
︶

第
十
条

児
童
扶
養
手
当
法
︵
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
︶
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
�

第
三
条
第
二
項
第
九
号
中
﹁
国
会
議
員
互
助
年
金
法
﹂
を
﹁
国
会
議
員
互
助
年
金
法
を
廃
止
す
る
法
律
︵
平
成
十
七
年
法

律
第

号
︶
附
則
第
三
条
第
一
項
又
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
国
会
議
員
互
助

年
金
法
﹂
に
改
め
る
�

︵
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
一
部
改
正
︶

第
十
一
条

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
︵
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
︶
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
�



六

第
百
六
十
四
条
の
二
第
一
項
中
﹁
年
額
が
﹂
の
下
に
﹁
国
会
議
員
互
助
年
金
法
を
廃
止
す
る
法
律
︵
平
成
十
七
年
法
律
第

号
︶
に
よ
る
廃
止
前
の
﹂
を
加
え
る
�

︵
所
得
税
法
の
一
部
改
正
︶

第
十
二
条

所
得
税
法
︵
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
︶
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
�

第
七
十
四
条
第
二
項
第
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
�

十
二

削
除

︵
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
改
正
︶

第
十
三
条

住
民
基
本
台
帳
法
︵
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
︶
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
�

別
表
第
一
の
十
八
の
項
中
﹁
国
会
議
員
互
助
年
金
法
﹂
を
﹁
国
会
議
員
互
助
年
金
法
を
廃
止
す
る
法
律
︵
平
成
十
七
年
法

律
第

号
︶
附
則
第
三
条
第
一
項
又
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
国
会
議
員
互
助

年
金
法
﹂
に
改
め
る
�

︵
総
務
省
設
置
法
の
一
部
改
正
︶

第
十
四
条

総
務
省
設
置
法
︵
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
︶
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
�



七

第
四
条
第
八
号
中
﹁
裁
定
﹂
の
下
に
﹁
並
び
に
納
付
金
に
係
る
清
算
金
の
決
定
﹂
を
加
え
る
�

︵
郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
︶

第
十
五
条

郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
︵
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
号
︶
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
�

第
六
十
五
条
の
見
出
し
を
﹁
︵
旧
国
会
議
員
互
助
年
金
法
の
一
部
改
正
︶
﹂
に
改
め
�
同
条
中
﹁
国
会
議
員
互
助
年
金
法
﹂

を
﹁
国
会
議
員
互
助
年
金
法
を
廃
止
す
る
法
律
︵
平
成
十
七
年
法
律
第

号
︶
附
則
第
三
条
第
一
項
又
は
第
四
条
の
規

定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
国
会
議
員
互
助
年
金
法
﹂
に
改
め
る
�



八



九

理

由

経
済
構
造
の
変
化
�
人
口
減
少
�
ひ
�
迫
し
た
財
政
状
況
等
我
が
国
を
取
り
巻
く
厳
し
い
環
境
の
中
で
活
力
あ
る
経
済
・
社

会
を
築
い
て
い
く
た
め
に
�
今
後
は
よ
り
抜
本
的
な
構
造
改
革
に
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
�
こ
う
し
た
国
民
の
痛
み
を

伴
う
改
革
を
円
滑
に
遂
行
す
る
た
め
に
は
�
政
治
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
高
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
�
そ
の
た
め
に
は
ま

ず
国
会
議
員
が
自
ら
を
律
す
る
改
革
に
取
り
組
む
べ
く
�
そ
の
第
一
歩
と
し
て
国
会
議
員
の
互
助
年
金
制
度
を
廃
止
す
る
必
要

が
あ
る
�
こ
れ
が
�
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
�



一
〇



一
一

本
案
施
行
に
要
す
る
経
費

本
案
施
行
に
要
す
る
経
費
と
し
て
は
�
平
成
十
八
年
度
に
お
い
て
約
六
十
八
億
円
�
平
成
十
九
年
度
以
後
の
各
年
度
に
お
い

て
約
二
十
三
億
円
の
見
込
み
で
あ
る
�


